
物 品 供 給 契 約 書（案） 

 

供給物品名   第二研修棟２階研修室 研修用机椅子等什器一式（内訳は別紙のとおり） 

 

代 金 額   金   円也 

 うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金  円也（消費税法第 28 条第１項

及び第 29 条並びに地方税法第 72 条の 82 及び第 72 の 83 の規定により算出したもので、代金

額に 110 分の 10 を乗じて得た額である。） 

 

 

発注者 独立行政法人教職員支援機構 理事長 荒瀬 克己（以下「甲」という。）と供給者 

         （以下「乙」という。）との間において、上記の物品（以下「物品」とい

う。）について、上記の代金額で次の条項によって供給契約を結ぶものとする。 

 

記 

 

第１条 乙は、甲に対し物品の供給を行うものとする。 

第２条 この契約において、乙が履行すべき給付内容は、仕様書及びその他の書類で明記され

たものとする。 

第３条 乙は、物品を独立行政法人教職員支援機構に納入するものとする。 

第４条 物品の納入期限は、令和８年３月 31 日とする。 

第５条 納品書（給付完了の通知）は、独立行政法人教職員支援機構教職員の学び協働開発部

研修マネジメント室に送付するものとする。 

第６条 代金は、現品完納検査終了後、適法な請求書を受理した日から 30 日以内に１回支払

うものとする。 

第７条 請求書は、独立行政法人教職員支援機構教職員の学び協働開発部研修マネジメント室

に送付するものとする。 

第８条 乙は、契約に関する権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継させてはな

らない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。 

第９条 契約保証金は、免除する。ただし、乙の故意又は重大な過失により物品の供給が不能

又は著しく遅延する恐れがあるときは、甲は契約を解除することができるものとする。この

場合において、乙は、契約金額の 10 分の１に相当する違約金を支払うものとする。 

第 10 条 甲は、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないも

の（以下「契約不適合」という。）であるときは、乙に対し、その物品の修補、代替物の引

渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができるものとする。 

２ 前項の契約不適合の場合において、甲がその不適合を知った日から１年以内にその旨を乙

に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請

求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができないものとする。 



第 11条  乙は、この契約の履行に際し、知得した甲の秘密を第三者に漏らし、又は利用して

はならない。 

第 12条  乙は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約金額の 10分の１

に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 

一 乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以

下「独占禁止法」という。）第３条又は第１９条の規定に違反し、又は、乙が構成員で

ある事業者団体が同法第８条第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙

又は乙が構成員である事業者団体に対して、同法第４９条に規定する排除措置命令又は

同法第６２条第１項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、乙

が同法第１９条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第２条第９項の規定

に基づく不公正な取引方法（昭和５７年公正取引委員会告示第１５号）第６項に規定す

る不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、その

証明を甲が認めたときは、この限りでない。 

二 公正取引委員会が、乙に対して独占禁止法第７条の４第７項又は同法第７条の７第３

項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 

三 乙（乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人）が刑法（明治４０年法律第４

５号）第９６条の６若しくは第１９８条又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５

条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。 

２ 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲が

その超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 

３  乙は、この契約に関して第１項の各号の一に該当することとなった場合には、速やか

に、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。 

第 13条  この契約に定めるもののほか、必要な細目は、独立行政法人教職員支援機構契約事

務取扱要項によるものとする。 

第 14条  この契約について甲・乙間に紛争を生じたときは、双方協議によりこれを解決する

ものとする。 

第 15条 前条の協議にもかかわらず生じた本契約に関する紛争については、甲の住所地を管

轄する裁判所を第一審の管轄裁判所とする。 

第 16条  この契約に定めのない事項についてこれを定める必要がある場合は、甲・乙間にお

いて協議して定めるものとする。 

                                                                                                   

 上記契約の成立を証するため本書２通を作成し、甲・乙記名押印の上、各自１通を保有す

る。 

  



 

令和８年 月  日 

 

甲   茨城県つくば市立原３番地 

独立行政法人教職員支援機構         

                                 理 事 長  荒瀬 克己 

 

                            乙    

                        

  



 

【別紙内訳】 

 

 

供給物品名 規格等 数量 単価 金額 

     

     

     

     

     

小 計  

消費税及び地方消費税  

合 計  

 


